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※3　常勤の看護師を配置していることによる加算。　

※4　協力医療機関との間で定期的に情報共有や対応確認を行う体制を評価する加算

※5　介護職員等の処遇改善に取り組む事業所に対する加算　

※6　食費は外出等で欠食される場合でも、１日単位で計算されます

※7　外泊や入院をされた場合、「介護保険負担限度額認定証」をお持ちの方であっても、

円/日

看取り介護加算

療養食加算 6 円/回
主治の医師により発行された食事せんに基づき、疾病
治療のための特別の食事を提供した場合（1日３回ま
で）

円/日

死亡日4日～30日前 146 円/日

死亡日当日 1,298 円/日

医師の判断の下、終末期である利用者の看取り介護を
行った場合

死亡日前日、前々日 690

死亡日31日～45日 73

経口維持加算

Ⅰ 406 円/月
摂食機能障害のある方に対し、経口維持計画及び医師
の指示に基づき、管理栄養士が栄養管理を行った場合

Ⅱ

経口移行加算 29 円/日
経管栄養の方に対し、経口移行計画及び医師の指示に
基づき、管理栄養士による栄養管理及び看護職員が支
援を行った場合

102 円/月
上記Ⅰを算定している場合であって、継続的な食事摂
取を支援する会議等に、医師、歯科医師、歯科衛生士
等が参加している場合

外泊加算 250 円/日 入院または外泊された場合（月6日間限度）

初期加算 31 円/回
入所した日から30日間。入院後の再入所の場合も同
様。

※1　一定の条件の下、介護福祉士を手厚く配置し、入所者の日常生活を継続支援していることによる加算

※2　夜勤を行う職員を手厚く配置していることによる加算

　　  上記居住費（３,０００円）をお支払いいただきます。

※　当施設利用料概算は上記の通りですが、下記に該当する場合は、その金額が加算されます

１月あたりの費用の合計（⑨＋⑩＋⑪） 172,599円 175,106円 177,795円 180,339円 182,812円

１月あたりの食費（第４段階） ※6 52,700円 （1,700円/日）

１月あたりの居住費（第４段階） ※7 93,000円 （3,000円/日）

１月あたりの自己負担額（⑦－⑧） 26,899円 29,406円 32,095円 34,639円 37,112円

１月あたりで介護保険から給付される金額（⑦の9割） 242,084円 264,654円 288,846円 311,743円 334,001円

１月あたりの総額（⑥×10.14円） 268,983円 294,060円 320,941円 346,382円 371,113円

4,495

１月あたりの単位数合計（④＋⑤） 26,527 29,000 31,651 34,160 36,599

介護職員等処遇改善加算Ⅰ（④×14.0%） ※5 3,258 3,561 3,887 4,195

協力医療機関連携加算 ※4 50

１月あたりの単位数小計（②＋③） 23,269 25,439 27,764 29,965 32,104

１月あたりの単位数（①×31） 23,219 25,389 27,714 29,915 32,054

１日あたりの単位数（③を除く） 749 819 894 965 1,034

加
算

日常生活継続支援加算Ⅱ ※1 46

夜勤職員配置加算Ⅱ ※2 27

看護体制加算Ⅰイ ※3 6

要介護度単位 670 740 815 886 955

別紙1

端数処理のため若干の誤差が生じる場合があります。

（１）介護老人福祉施設（１ヶ月あたりについては３１日の月の概算）

要介護度 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

【特別養護老人ホーム悠紀の里利用料金】　 令和 7 11 1 日現在



（２）居住費・食費と段階別自己負担上限額（１日あたり）

（注１）　介護給付費体系の変更があった場合、変更された額に合わせてご利用者の負担額を変更します。

（注２）　日常生活等に要する費用について、経済情勢の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、
　　　　　相当な額に変更することがあります。その場合事前に変更の内容をご説明します。

施設内喫茶の費用 実費

利用者の希望や必要に応じて提供する
嗜好品、その他の費用

実費

外出行事等の費用 実費 ご利用者の希望により特別に行う場合

インフルエンザ等の予防接種料等 実費

クリーニング代 実費 ご利用者の希望により特別に行う場合

クラブ活動等の材料費 実費 ご利用者の希望により特別に行う場合

日
常
生
活
等
に
要
す
る
費
用

サービス提供記録の複写物の交付 １枚　　１０円

貴重品管理 １ヶ月あたり　1,000円

理髪・美容 実費
近隣の理髪店、美容院または移動散髪店
をご利用していただいております。

※　住民税非課税世帯の方については上記のとおり軽減が受けられますが、

　　配偶者が住民税課税者である場合や、預貯金が一定の基準を超える場合は対象外になります。

（３）保険給付外サービス利用料金

利用者負担金 備　　　　　　考

第３段階② 年金収入等120万円超 1,370円 1,360円

第４段階 上記以外の方 3,000円 1,700円

第２段階 合計所得金額と課税年金収入額の合計が80.9万円以下の方 880円 390円

第３段階① 年金収入等80.9万円超120万円以下 1,370円 650円

利用者負担段階 所得区分 居住費 食費

第１段階
生活保護受給者

880円 300円

住民税非
課税世帯

老齢福祉年金受給者

再入所時栄養連携加算 203 円/回
二次入所（病院等からの退院）時に、病院等の管理栄
養士と連携し、栄養ケア計画を作成した場合。

退所前連携加算 507 円/回
居宅介護支援事業者と退所前から連携し、情報提供と
サービス調整を行った場合（入所者1人につき1回を
限度）

退所後訪問相談援助加算 467 円/回
入所者の退所後に、入所者およびその家族等に対して
相談援助を行った場合（退所後１回を限度）

退所時等
相談援助加算

退所前訪問相談援助加算 467 円/回
入所者の退所前に、入所者およびその家族等に対して
相談援助を行った場合（入所中１～２回を限度）

退所時相談援助加算 406 円/回
入所者およびその家族等に対して退所後の相談援助を
行い、かつ市町村等に必要な情報を提供した場合（入
所者1人につき1回を限度）

認知症行動・心理症状緊急対応加算 203 円/日
行動・心理症状のある認知症利用者を緊急に受け入れ
た場合（7日を限度）

口腔衛生管理加算Ⅰ 92 円/月 歯科衛生士により口腔ケアを月2回以上行った場合

若年性認知症入所者受入加算 122 円/日 若年性認知症利用者に対してサービスを提供した場合
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※3　常勤の看護師を配置していることによる加算。　

※4　協力医療機関との間で定期的に情報共有や対応確認を行う体制を評価する加算

※5　介護職員等の処遇改善に取り組む事業所に対する加算　

※6　食費は外出等で欠食される場合でも、１日単位で計算されます

※7　外泊や入院をされた場合、「介護保険負担限度額認定証」をお持ちの方であっても、

【特別養護老人ホーム悠紀の里利用料金】　 令和 7 11 1 日現在 別紙1

端数処理のため若干の誤差が生じる場合があります。

（１）介護老人福祉施設（１ヶ月あたりについては３１日の月の概算）

要介護度 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

要介護度単位 670 740 815 886 955

加
算

日常生活継続支援加算Ⅱ ※1 46

夜勤職員配置加算Ⅱ ※2 27

看護体制加算Ⅰイ ※3 6

１日あたりの単位数（③を除く） 749 819 894 965 1,034

１月あたりの単位数（①×31） 23,219 25,389 27,714 29,915 32,054

協力医療機関連携加算 ※4 50

１月あたりの単位数小計（②＋③） 23,269 25,439 27,764 29,965 32,104

介護職員等処遇改善加算Ⅰ（④×14.0%） ※5 3,258 3,561 3,887 4,195 4,495

１月あたりの単位数合計（④＋⑤） 26,527 29,000 31,651 34,160 36,599

１月あたりの総額（⑥×10.14円） 268,983円 294,060円 320,941円 346,382円 371,113円

１月あたりで介護保険から給付される金額（⑦の8割） 215,186円 235,248円 256,752円 277,105円 296,890円

１月あたりの自己負担額（⑦－⑧） 53,797円 58,812円 64,189円 69,277円 74,223円

１月あたりの食費（第４段階） ※6 52,700円 （1,700円/日）

１月あたりの居住費（第４段階） ※7 93,000円 （3,000円/日）

１月あたりの費用の合計（⑨＋⑩＋⑪） 199,497円 204,512円 209,889円 214,977円 219,923円

※1　一定の条件の下、介護福祉士を手厚く配置し、入所者の日常生活を継続支援していることによる加算

※2　夜勤を行う職員を手厚く配置していることによる加算

　　  上記居住費（３,０００円）をお支払いいただきます。

※　当施設利用料概算は上記の通りですが、下記に該当する場合は、その金額が加算されます

初期加算 61 円/回
入所した日から30日間。入院後の再入所の場合も同
様。

外泊加算 499 円/日 入院または外泊された場合（月6日間限度）

経口移行加算 57 円/日
経管栄養の方に対し、経口移行計画及び医師の指示に
基づき、管理栄養士による栄養管理及び看護職員が支
援を行った場合

経口維持加算

Ⅰ 812 円/月
摂食機能障害のある方に対し、経口維持計画及び医師
の指示に基づき、管理栄養士が栄養管理を行った場合

Ⅱ 203 円/月
上記Ⅰを算定している場合であって、継続的な食事摂
取を支援する会議等に、医師、歯科医師、歯科衛生士
等が参加している場合

療養食加算 12 円/回
主治の医師により発行された食事せんに基づき、疾病
治療のための特別の食事を提供した場合（1日３回ま
で）

看取り介護加算

死亡日当日 2,596 円/日

医師の判断の下、終末期である利用者の看取り介護を
行った場合

死亡日前日、前々日 1,379 円/日

死亡日4日～30日前 292 円/日

死亡日31日～45日 146 円/日

若年性認知症入所者受入加算 244 円/日 若年性認知症利用者に対してサービスを提供した場合



（２）居住費・食費と段階別自己負担上限額（１日あたり）

口腔衛生管理加算Ⅰ 183 円/月 歯科衛生士により口腔ケアを月2回以上行った場合

認知症行動・心理症状緊急対応加算 406 円/日
行動・心理症状のある認知症利用者を緊急に受け入れ
た場合（7日を限度）

退所時相談援助加算 812 円/回
入所者およびその家族等に対して退所後の相談援助を
行い、かつ市町村等に必要な情報を提供した場合（入
所者1人につき1回を限度）

退所前連携加算 1014 円/回
居宅介護支援事業者と退所前から連携し、情報提供と
サービス調整を行った場合（入所者1人につき1回を
限度）

再入所時栄養連携加算 406 円/回
二次入所（病院等からの退院）時に、病院等の管理栄
養士と連携し、栄養ケア計画を作成した場合。

利用者負担段階 所得区分 居住費 食費

退所時等
相談援助加算

退所前訪問相談援助加算 933 円/回
入所者の退所前に、入所者およびその家族等に対して
相談援助を行った場合（入所中１～２回を限度）

退所後訪問相談援助加算 933 円/回
入所者の退所後に、入所者およびその家族等に対して
相談援助を行った場合（退所後１回を限度）

第１段階
生活保護受給者

880円 300円

住民税非
課税世帯

老齢福祉年金受給者

第２段階 合計所得金額と課税年金収入額の合計が80.9万円以下の方 880円 390円

第３段階① 年金収入等80.9万円超120万円以下 1,370円 650円

第３段階② 年金収入等120万円超 1,370円 1,360円

施設内喫茶の費用 実費

第４段階 上記以外の方 3,000円 1,700円

※　住民税非課税世帯の方については上記のとおり軽減が受けられますが、

　　配偶者が住民税課税者である場合や、預貯金が一定の基準を超える場合は対象外になります。

（３）保険給付外サービス利用料金

利用者負担金 備　　　　　　考

実費 ご利用者の希望により特別に行う場合

クラブ活動等の材料費 実費 ご利用者の希望により特別に行う場合

外出行事等の費用 実費 ご利用者の希望により特別に行う場合

インフルエンザ等の予防接種料等 実費

利用者の希望や必要に応じて提供する
嗜好品、その他の費用

実費

（注１）　介護給付費体系の変更があった場合、変更された額に合わせてご利用者の負担額を変更します。

（注２）　日常生活等に要する費用について、経済情勢の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、
　　　　　相当な額に変更することがあります。その場合事前に変更の内容をご説明します。

日
常
生
活
等
に
要
す
る
費
用

サービス提供記録の複写物の交付 １枚　　１０円

貴重品管理 １ヶ月あたり　1,000円

理髪・美容 実費
近隣の理髪店、美容院または移動散髪店
をご利用していただいております。

クリーニング代
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※3　常勤の看護師を配置していることによる加算。　

※4　協力医療機関との間で定期的に情報共有や対応確認を行う体制を評価する加算

※5　介護職員等の処遇改善に取り組む事業所に対する加算　

※6　食費は外出等で欠食される場合でも、１日単位で計算されます

※7　外泊や入院をされた場合、「介護保険負担限度額認定証」をお持ちの方であっても、

【特別養護老人ホーム悠紀の里利用料金】　 令和 7 11 1 日現在 別紙1

端数処理のため若干の誤差が生じる場合があります。

（１）介護老人福祉施設（１ヶ月あたりについては３１日の月の概算）

要介護度 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

要介護度単位 670 740 815 886 955

加
算

日常生活継続支援加算Ⅱ ※1 46

夜勤職員配置加算Ⅱ ※2 27

看護体制加算Ⅰイ ※3 6

１日あたりの単位数（③を除く） 749 819 894 965 1,034

１月あたりの単位数（①×31） 23,219 25,389 27,714 29,915 32,054

協力医療機関連携加算 ※4 50

１月あたりの単位数小計（②＋③） 23,269 25,439 27,764 29,965 32,104

介護職員等処遇改善加算Ⅰ（④×14.0%） ※5 3,258 3,561 3,887 4,195 4,495

１月あたりの単位数合計（④＋⑤） 26,527 29,000 31,651 34,160 36,599

１月あたりの総額（⑥×10.14円） 268,983円 294,060円 320,941円 346,382円 371,113円

１月あたりで介護保険から給付される金額（⑦の7割） 188,288円 205,842円 224,658円 242,467円 259,779円

１月あたりの自己負担額（⑦－⑧） 80,695円 88,218円 96,283円 103,915円 111,334円

１月あたりの食費（第４段階） ※6 52,700円 （1,700円/日）

１月あたりの居住費（第４段階） ※7 93,000円 （3,000円/日）

１月あたりの費用の合計（⑨＋⑩＋⑪） 226,395円 233,918円 241,983円 249,615円 257,034円

※1　一定の条件の下、介護福祉士を手厚く配置し、入所者の日常生活を継続支援していることによる加算

※2　夜勤を行う職員を手厚く配置していることによる加算

　　  上記居住費（３,０００円）をお支払いいただきます。

※　当施設利用料概算は上記の通りですが、下記に該当する場合は、その金額が加算されます

初期加算 92 円/回
入所した日から30日間。入院後の再入所の場合も同
様。

外泊加算 749 円/日 入院または外泊された場合（月6日間限度）

経口移行加算 85 円/日
経管栄養の方に対し、経口移行計画及び医師の指示に
基づき、管理栄養士による栄養管理及び看護職員が支
援を行った場合

経口維持加算

Ⅰ 1217 円/月
摂食機能障害のある方に対し、経口維持計画及び医師
の指示に基づき、管理栄養士が栄養管理を行った場合

Ⅱ 305 円/月
上記Ⅰを算定している場合であって、継続的な食事摂
取を支援する会議等に、医師、歯科医師、歯科衛生士
等が参加している場合

療養食加算 18 円/回
主治の医師により発行された食事せんに基づき、疾病
治療のための特別の食事を提供した場合（1日３回ま
で）

看取り介護加算

死亡日当日 3,894 円/日

医師の判断の下、終末期である利用者の看取り介護を
行った場合

死亡日前日、前々日 2,069 円/日

死亡日4日～30日前 438 円/日

死亡日31日～45日 219 円/日

若年性認知症入所者受入加算 365 円/日 若年性認知症利用者に対してサービスを提供した場合



（２）居住費・食費と段階別自己負担上限額（１日あたり）

口腔衛生管理加算Ⅰ 274 円/月 歯科衛生士により口腔ケアを月2回以上行った場合

認知症行動・心理症状緊急対応加算 609 円/日
行動・心理症状のある認知症利用者を緊急に受け入れ
た場合（7日を限度）

退所時相談援助加算 1217 円/回
入所者およびその家族等に対して退所後の相談援助を
行い、かつ市町村等に必要な情報を提供した場合（入
所者1人につき1回を限度）

退所前連携加算 1521 円/回
居宅介護支援事業者と退所前から連携し、情報提供と
サービス調整を行った場合（入所者1人につき1回を
限度）

再入所時栄養連携加算 609 円/回
二次入所（病院等からの退院）時に、病院等の管理栄
養士と連携し、栄養ケア計画を作成した場合。

利用者負担段階 所得区分 居住費 食費

退所時等
相談援助加算

退所前訪問相談援助加算 1400 円/回
入所者の退所前に、入所者およびその家族等に対して
相談援助を行った場合（入所中１～２回を限度）

退所後訪問相談援助加算 1400 円/回
入所者の退所後に、入所者およびその家族等に対して
相談援助を行った場合（退所後１回を限度）

第１段階
生活保護受給者

880円 300円

住民税非
課税世帯

老齢福祉年金受給者

第２段階 合計所得金額と課税年金収入額の合計が80.9万円以下の方 880円 390円

第３段階① 年金収入等80.9万円超120万円以下 1,370円 650円

第３段階② 年金収入等120万円超 1,370円 1,360円

ご利用者の希望により特別に行う場合

インフルエンザ等の予防接種料等 実費

施設内喫茶の費用 実費

第４段階 上記以外の方 3,000円 1,700円

※　住民税非課税世帯の方については上記のとおり軽減が受けられますが、

　　配偶者が住民税課税者である場合や、預貯金が一定の基準を超える場合は対象外になります。

（３）保険給付外サービス利用料金

利用者負担金 備　　　　　　考

利用者の希望や必要に応じて提供する
嗜好品、その他の費用

実費

（注１）　介護給付費体系の変更があった場合、変更された額に合わせてご利用者の負担額を変更します。

（注２）　日常生活等に要する費用について、経済情勢の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、
　　　　　相当な額に変更することがあります。その場合事前に変更の内容をご説明します。

日
常
生
活
等
に
要
す
る
費
用

サービス提供記録の複写物の交付 １枚　　１０円

貴重品管理 １ヶ月あたり　1,000円

理髪・美容 実費
近隣の理髪店、美容院または移動散髪店
をご利用していただいております。

クリーニング代 実費 ご利用者の希望により特別に行う場合

クラブ活動等の材料費 実費 ご利用者の希望により特別に行う場合

外出行事等の費用 実費


